
令和２年３月３１日  
 

来館による利用の可否について 
（令和２年４月７日～） 

 
資 格 利用の可否 

日本大学 
学生 

商学部学生・商学研究科大学院生※ 可 
商学部科目等履修生・社会人聴講生・研究生 可 
他学部学生・他研究科大学院生 利用できません 

日本大学 
教職員 

商学部専任教職員 可 
他学部専任教職員 可 
商学部非常勤講師 可 

卒業者・ 
修了者 

商学部卒業者・商学研究科修了者 利用できません 
他学部・他研究者修了者 利用できません 

日大 i クラブ会員 利用できません 
日本大学校友会正会員 利用できません 
その他 日本学術振興会商学部受入研究者 可 

紹介状持参による他館からの来館者 利用できません 
      ※ 新入生は学生証交付後，利用が可能です。 
 
 ご不便をおかけいたしますが，ご協力をお願いいたします。 
 


